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○ 環 境 省 令 第 二 十 一 号  
情 報 通 信 技 術 の 活 用 に よ る 行 政 手 続 等 に 係 る 関 係 者 の 利 便 性 の 向 上 並 び に 行 政 運 営 の 簡 素 化 及 び 効

率 化 を 図 る た め の 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改 正 す る

の 一 部 の 施 行 に 伴 い 環 境 省 関 係 石 綿 に よ る 健 康 被 害 の 救 済 に 関 す る 法 律 施

行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定  

令 和 六 年 四 月 十 九 日  

環 境 大 臣  伊 藤 信 太 郎  

環 境 省 関 係 石 綿 に よ る 健 康 被 害 の 救 済 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令  

環 境 省 関 係 石 綿 に よ る 健 康 被 害 の 救 済 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 平 成 十 八 年 環 境 省 令 第 三 号 の 一 部

を 次 の よ う に 改 正  

次 の 表 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重

傍 線 を 付 し た 規 定 当 該 対 象 規 定 全 体 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ
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う に 改 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲

を 削 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲

新 た に 追 加
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改        正        後  改        正        前  

の  

第 七 条  被 認 定 者 が 死 亡

の 規 定 に よ る 死 亡 の 届 出 義 務 者 速 機

構 に そ の 旨 を 届 け 出 当 該 被 認 定 者 が

死 亡 機 構 が 地 方 公 共 団 体 情 報 シ ス テ ム 機 構 か ら

第 三 十 条 の 七 第

四 項 に 規 定 す る と

提 供 を 受 限  

 

の  

第 七 条  被 認 定 者 が 死 亡

の 規 定 に よ る 死 亡 の 届 出 義 務 者 速 機

構 に そ の 旨 を 届 け 出 当 該 被 認 定 者 が

死 亡 機 構 が 地 方 公 共 団 体 情 報 シ ス テ ム 機 構 か ら

第 三 十 条 の 九 に

規 定 す る と い

提 供 を 受 限  
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附  則  
こ の 省 令 情 報 通 信 技 術 の 活 用 に よ る 行 政 手 続 等 に 係 る 関 係 者 の 利 便 性 の 向 上 並 び に 行 政 運 営 の

簡 素 化 及 び 効 率 化 を 図 る た め の 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改

正 す る 法 律 附 則 第 一 条 第 十 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 か ら 施 行  


